
社民党は、社会民主主義を掲げている政党です。 

社会民主党宣言 

Ⅰ格差のない平和な社会を目指して 

 私たちは、現在そして未来に夢と希望が持てる社会を実現するため、働く人々や弱い立場に置
かれた人々とともにありたい。 

 私たちは、戦争や紛争のない世界を実現するため、平和を願うすべての人々とともにありた
い。 

 冷戦の終えん後、「平和と共存の２１世紀へ」という多くの人々の期待とは裏腹に、競争最優
先の市場万能主義に立つ新自由主義、そして強大な政治・経済・軍事力を背景に特定の価値観を
押しつけようとする新保守主義が台頭しています。その結果、世界的な規模で格差や不平等は拡
大し、紛争やテロはやむことなく、戦争の危機は依然として除去されていません。 

 この潮流に対し、社会の公正や連帯を掲げ、最も厳しく対峙（たいじ）しているのが社会民主
主義です。私たちは、社会民主主義こそが次代の担い手であり、世界史の流れであることを確信
します。 

 私たちは、社会民主主義を掲げる政党として、人々が個人として尊重され、自然と調和し、平
和で人間らしく生きることのできる社会を実現します。人々が貧困や抑圧、偏見から解放され、
安心して生活を営むことが可能となるよう、民主主義を拡充し、差別と格差、不平等の解消に取
り組みます。  日本の社会は今、市場任せの利潤追求と効率性が最優先とされた結果、雇用の安 

定、人間らしい生活、自然環境の保護などが背後に追いやられ、人々の生命と安全が脅かされて
います。 

 また、新保守主義の潮流と呼応するかのように、戦後日本社会の礎（いしずえ）となってきた
憲法を改悪しようという動きも、保守支配層によって頂点に達しています。 

 これらは、社会の存続、そして人間の歩みに深刻な影響を与えています。 

 私たちは強いものはますます強く、弱い立場のものはますます弱くといった考え方を否定しま
す。戦争を放棄し戦力を保持しないとした憲法を変え、日本を再び「戦争のできる国」へと回帰
させることを否定します。 

 そして、岐路に立つ日本社会において、誰もがともに、平和で安心して暮らすことができる
「もう一つの日本社会」への改革を提唱します。 



 私たちは目指します。憲法の理念が実現された社会を。それは、戦争の放棄を明確に決意した
憲法が、その前文で「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権
利を有する」と位置づけた平和的生存権を尊重し、誰もが平和な環境の中で暮らすことのできる
社会です。 

 私たちは目指します。格差を是正した生活優先の社会を。それは、競争こそ万能として規制緩
和をやみくもに進め、「小さな政府」と称して福祉や医療、教育などの公共サービスを切り捨て
ていく社会ではありません。子どもを生み育て、学び、働く機会を公正に保障し、不安なく老後
をおくることができるよう、生活条件の向上を最優先とした社会です。 

 私たちは目指します。人々が支えあい、尊重しあう社会を。それは、あらゆる差別をなくし、
人権と社会参加の条件を等しく保障することで、誰もがともに生きていくことができるよう、連
帯を柱に据えた共生社会です。 

Ⅱ私たちの社会民主主義とは 

１．私たちは、社会民主主義の理念に基づく政策の実現を目指し、経済・社会の中心を担う働く
人々や生活者の立場から社会の民主的な改革に取り組み、すべての人々に門戸を開いた政党で
す。 

２．日本における社会民主主義の理念として「平和・自由・平等・共生」を掲げます。アジア諸
国を侵略・植民地支配した加害者としての歴史、そして人類初の原子爆弾による被爆国としての
歴史を踏まえた時、あらゆる権利の実現に際し、その前提に位置づけるべき平和。そして、人々
が自らの目標を定め、実現していく自由。一切の差別を否定し、すべての人々に社会参加の機会
と権利を保障する平等。人間が人間らしく生きることを社会全体で支え、アジアや世界の人々と
の共存、自然環境との調和を目指す共生。私たちは、これら４つの理念を具体化する政策の実現
に全力を挙げます。 

３．私たちは、社会のあらゆる領域で民主主義を拡大し、「平和・自由・平等・共生」という理
念を具体化する不断の改革運動を社会民主主義と位置づけます。私たちが広げていくべき民主主
義は、多数の意思をもって少数を排除するものでは決してありません。国民が主権者として等し
く社会に参加でき、多様な価値観を認め合い、個人の尊厳と人権を尊重することを重視します。 

 

Ⅲ政策の基本課題 

（１）社会的な規制による公正な市場経済 

 生産・交換・分配の手段として市場の機能を認めつつ、それを万能として、すべてを競争の結
果に委ねて、資産や所得の格差を放置する立場には立ちません。生活条件の向上と自然環境との



共生を経済活動の主眼におき、公正な交換や取引き、分配が行なわれるよう市場の民主化や監
視、規制に取り組みます。また、福祉や医療、教育など人々が共同で社会生活を営む分野で公共
サービスの役割を重視し、その機能を充実させます。 

（２）生きがい、働きがいの持てる労働環境 

 労働は人々が生活を営み、自己実現していくために不可欠の要素であると同時に、社会の富の
源泉です。人間をモノとして扱うような労働分野の規制緩和を許さず、同一価値労働・同一賃金
といった均等待遇の保障の下で、多様な働き方を尊重し、働くことを望むすべての人々が完全雇
用されることを社会の大きな目標とします。性差や年齢、国籍、障害の有無による雇用差別、コ
スト削減と目先の利益だけを追求したリストラは否定し、労働条件の向上を実現します。 

（３）公平で持続的な税財政 

 財政は人々が共同で公平に負担し、社会全体の利益のために事業を営む領域です。特定の企
業・階層の利益や巨大公共事業に偏重した財政構造から雇用や福祉、教育など生活重視型へと転
換し、地方への財源移譲や健全な財政構造の構築を進めます。税制には、富の偏在を防ぎ、負担
能力のある人から社会の支えが必要な人へと所得を再分配させていく機能こそ必要です。逆進性
の強い消費税を基幹税に位置づけて安易に税率を引き上げることは、低所得者層に一層の負担を 

強いるだけです。所得税・住民税の最高税率の引き上げや累進性の強化、企業に応分の社会的責
任を求めた法人税の見直しに取り組みます。 

（４）社会の連帯を柱とした社会保障 

 福祉と社会保障制度の充実は、誰もが安心して人生をおくるために欠かすことのできない条件
です。憲法２５条の生存権を保障するため、行政の責任と社会の連帯を重視します。税と応能負
担を原則とした保険料拠出によって、安心と公助の新しい年金制度、患者の立場に立った公的医
療、誰もが安心して利用できる介護制度を実現するため、社会保障制度全体の抜本改革を図りま
す。また、子育て支援を拡充するとともに、障害者への差別の禁止と就労支援・所得保障の充実
など福祉を拡充します。福祉への投資拡大で、老後や健康、子育てへの安心を確立するととも
に、雇用創出や新規産業の育成など経済的な波及効果を実現します。 

（５）豊かで多様な自治の展開 

 住民の参加と自己決定権を保障する住民主権こそ、地域の個性豊かな自治を創造する前提で
す。住民自治を発展させる自治体改革に取り組み、自治体を国の「末端機関」、地域の「管理機
関」ではなく、民主主義の拠点にします。基礎自治体を最優先し、国は広域自治体でも担えない
事業を扱うといった補完性の原理に沿って、自治体へ大胆に権限と税源を移譲し、地方の主権を



高めます。また、誰もが、いつ、どこででも安心、安全、快適に移動できる交通権を人権の一つ
として確立し、公共交通の復権・拡充を図ります。 

（６）世界の人々と共生する平和な日本 

 国連憲章の精神、憲法の前文と９条を指針にした平和外交と非軍事・文民・民生を基本とする
積極的な国際貢献で、世界の人々とともに生きる日本を目指します。核兵器の廃絶、対話による
紛争予防を具体化するため、北東アジア地域の非核化と多国間の総合的な安全保障機構の創設に
積極的に取り組み、「緊張のアジア」を「平和と協力のアジア」に転換します。現状、明らかに
違憲状態にある自衛隊は縮小を図り、国境警備・災害救助・国際協力などの任務別組織に改編・
解消して非武装の日本を目指します。また日米安全保障条約は、最終的に平和友好条約へと転換
させ、在日米軍基地の整理・縮小・撤去を進めます。 

（７）公正な国際経済と平和を基礎にしたアジア経済圏 

 情報技術の急速な発展などが、国境を越えた経済の相互依存関係を拡大させる一方で、巨大な
多国籍企業や金融資本が独占的に利益を獲得し、南北間の格差を拡大させています。また、企業
が低廉な労働力の存在する発展途上国へと生産工程を移管することにより、国内産業の空洞化も
進んでいます。成⾧と発展の恩恵が先進国や特定の企業にだけ還流することのないよう、通貨・
貿易・信用取引きの公正なルール、国際的な自然環境の保護基準、国境を越えた労働者の権利の
保障、多国籍企業の活動に対する国際的な規制を実現します。これらの観点を踏まえ、東アジア
共同体構想を含め、平和と共生を基調にしたアジア経済圏の創設を進めます。 

（８）両性平等社会の実現 

 性によって生き方の選択肢が狭められるようなことがあってはなりません。職業、社会、そし
て家族生活において男女は常に平等であるべきです。ジェンダー（社会的・文化的性差）に対す
る偏見や制度的障壁から自由になるよう、これまでの制度や秩序を見直します。女性が個人とし
て尊重され、積極的に社会参画を果たすことができるように、女性に対するあらゆる差別を禁止
するなどの環境整備に努め、クオータ制度の導入・定着を図ります。また、男女がともに子育て
や介護など家族的責任を果たすことができる法整備と⾧時間労働・サービス残業の規制など、働
き方の改善に取り組みます。  

（９）豊かな自然環境を次世代に 

 大量生産・大量消費・大量廃棄といった経済構造を自然環境と共生する循環型社会に転換し、
水資源保護や森林整備を推進します。水資源の循環系への負荷を最小限にとどめ、保全と再生を
図ります。地球温暖化防止対策を促進し、次世代に豊かな自然環境を手渡すため、産業界に温室
効果ガスの削減を義務づけるなどの措置を実現します。また、あらゆる核を否定する立場から、



脱原発を積極的に推進し、エネルギー利用の抑制を図りながら自然エネルギーの開発・定着に取
り組みます。 

（10）食と生命の安全を担う農林水産業 

 農林水産業は、食料生産や生産手段・生活手段の供給源としてだけではなく、社会の経済活動
の基本に位置し、地域の自然や文化を育んできました。国土の保全や雇用を生み出す力を秘めて
いる農林水産業は、地域の宝物としなければなりません。安定した食料自給率を達成して食の安
全を守り、農林水産業の担い手確保・多面的な機能の対価として直接所得補償制度を創設するな
ど第 1 次産業を維持、発展させます。また森林の公益的な機能を守る観点から、持続的な森林・
山村対策を充実させ、国産材の利用を拡大します。国内漁業・水産業の存続に向け、浅海の生態
系を守って資源の再生を進めるとともに、国際的な資源乱獲に歯止めをかけるルールをつくりま
す。 

（11）一人ひとりを大切にする教育の実現 

 市場競争原理を公教育に導入し、「できる」子どもや経済的に豊かな子どもだけを選別して育
成するのではなく、一人ひとりの子どもの可能性、個性を大切にした教育を実現し、平和な社会
の担い手を育てます。子どもたちが、生き生きとすこやかに、そして個性豊かに学び、遊び、生
活できる条件を社会の責任で保障します。すべての子どもが、性差や個性、家庭の所得状況にと
らわれず、どこでも等しく教育を受けられるように、教育基本法の理念、子どもの権利条約の原
則を具体化します。また、生涯のあらゆる段階で人々が自らの能力と存在感を高めていけるよ
う、職業および技術教育の機会を公正に保障します。  

（12）あらゆる価値観を保障した創造的文化 

 生活を豊かにおくるために不可欠な文化や芸術の分野では、表現の自由やあらゆる価値観が保
障されるべきです。また階層、性差、障害の有無などによって、文化や芸術を体験し、創出する
権利が損なわれてはなりません。メディアの発展は民主主義の根本にかかわる問題であり、権力
や支配層の意思、考え方が一方的に押しつけられることがないように、表現および言論の自由を
徹底的に擁護します。 

（13）民意を反映する政治への改革 

 政治の民主主義を拡充する前提は、人々の多元的な価値観が議会政治の場に的確に反映される
ことにあります。そのためには、民意を切り捨てる小選挙区制度ではなく、比例得票数を議席配
分の中心に据えた選挙制度への改革が不可欠です。政策の対立軸を明確にした穏健な多党制の下
で、国民に信頼される政治の展開を促します。また、中央集権・官僚主導の政治を分権・市民主
導の開かれた行政に転換するとともに、政官業癒着・金権腐敗政治の根絶に向け、企業・団体献
金の規制・廃止を実現します。 



Ⅳ改革の道筋 

１．社会のあらゆる分野で格差と不平等が依然として存在する中、私たちは働く人々、子ども、
高齢者、障害を持つ人々など、弱い立場に置かれている人々の利益を実現することが、社会の安
定と進歩に不可欠だと考えます。人々の自律を社会が支え、人々が公平に社会参加できる機会を
保障し、人々の生活に密着した地域に主権を移す分権を促進させます。 

２．労働運動、そして非正規雇用や未組織労働者を含めたすべての働く人々は、「平和・自由・
平等・共生」という社会民主主義の理念を実現する上で、最も重要な役割を担っています。また
経済を足元で支える中小企業は、大企業の動向によって経営は安定せず、地域生活に欠かせない
個人商店なども、大店舗の進出に脅かされています。食の安全や自然環境の保護で積極的な役割
を果たすべき農林水産業も、市場の自由化の波にさらされています。私たちは、労働運動と働く
人々、中小企業や個人商店、第１次産業に従事する人々と固く連帯します。そして生活者の立場
から様々な課題に取り組む市民運動、非営利団体（ＮＰＯ）などの活動、さらには社会の進歩と
改革を担う学者や文化人とネットワークを結び、改革を進めます。 

３．私たちは、人々の現状に対する不満や不安を出発点とした大衆的な運動を重視し、固く連携
しつつ、議会制民主主義の機能を通じて社会民主主義の理念に基づく政策を実現させていきま
す。そのために、徹底した情報公開によって議会制民主主義が役割を発揮できるよう監視しま
す。 

４．私たちは、国会・自治体議会における党の議席増を党活動の柱に据え、社会民主主義の政権
を日本に樹立することを目指します。この過程において、新自由主義・新保守主義の政治の転換
を求める政治勢力と連携し、主体性を維持しながら具体的な政策課題の実現を目指す、緊張感あ
る連立政権の形成を展望します。 

５．私たちは、２１世紀を迎えた今、「平和・自由・平等・共生」の理念を掲げる社会民主主義
の政治が、岐路に立つ日本社会の改革にとって必要不可欠な存在だと確信します。「もう一つの
日本社会」を実現させる挑戦に、若い世代から高齢者まで、すべての人々が参加してくださるこ
とを呼びかけます。 

社会民主党第１０回定期全国大会（２００６年２月１１日～１２日）にて採択 

 


